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２．公害の概況 

 

 本市は、伝統ある「せんいのまち」として発展し、紡績、撚糸、染色、織布、整理、

修整、縫製、卸などの各工程の企業が集積し、一貫生産の基地を形成している。 

 このため、それらの工場からの水質汚濁、大気汚染、騒音、振動などの公害問題が一

時は苦情として多く発生していた。 

 最近は、このような公害規制のかかる工場についてはかなり改善されてきている一方、

規制のない、あるいは規制のかかりにくい雑草苦情や屋外燃焼行為などの典型七公害以

外の苦情が多くなってきている。 

 また、河川の水質汚濁については、下水道の整備などにより生活排水による汚濁負荷

は減少傾向になってきているが、一部の河川では水質が改善されていない状況にある。 

 さらに、エアコン、音響機器等が普及し、住環境が過密化したことにより、生活騒音

苦情も目立ってきている。 

 これらは、従来のイメージである公害＝企業ではなく、個人の日常生活、営みが快適

な環境の妨げの一部になってきていることを示しており、行政の対応も苦慮していると

ころである。 

 こうした状況の中、平成 5 年 11 月に制定された環境基本法には、「日常生活に伴う環

境への負荷の低減に努めなければならない」ことが新たに国民の責務としてうたわれた。 
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